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 １ 点検・評価の趣旨 

   平成 19年６月に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が改正さ

れ（平成 20年４月１日施行）教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及

び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議

会に提出するとともに、公表をすることとされました。 

   本市教育委員会では、同法の規定に基づき、教育委員会が行った点検評価の結果

をまとめ、報告書を作成しました。 

   

※ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

 

 ２ 点検・評価の対象 

   点検・評価は、令和２年度に実施した教育委員会の重点取組及び「令和２年度教

育行政執行方針」の施策の中から 20事業を選定しました。 

   また、教育委員会会議の開催状況や教育委員の活動状況など、教育委員会の活動

そのものについても評価を実施しました。 

 

 

 

 

 

Ⅰ はじめに 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定に

より教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項

の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成

し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識

経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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 ３ 点検・評価の方法 

 （１）点検・評価の視点 

    教育委員会会議の開催や教育委員の活動など、教育委員会の活動状況について

明らかにし、課題等と今後の取り組みの方向を示しています。 

 （２）学識経験者の知見の活用 

    教育委員会の活動状況や教育に関する施策・事業の執行状況の点検・評価の客

観性を確保し、今後の取り組みへの活用を図るため、教育に関して学識経験を有

する方から点検及び評価に対する意見や助言をいただきました。 

本報告書に付して報告します。 

 

氏   名 所 属 等 

遠 藤 孝 夫 稚内北星学園大学 情報メディア学部学部長 

坂 本 孝 行 稚内市校長会 会長 

 

 ４ 点検・評価結果の公表 

   本報告書を議会へ提出するとともに、教育委員会のホームページなどへ掲載いた

します。 
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１ 教育委員の選任状況 

   教育委員は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、教育、学術、

文化などに関して識見を有する人の中から、市長が議会の同意を得て任命しており

ます。 

   稚内市教育委員会は、次の５名の委員で構成し、様々な面からの意見を教育行政

に反映されるような構成に努めております。 

【稚内市教育委員会委員一覧】           （令和３年３月 31日現在） 

職 名 氏  名 委員就任年月日 備 考 

職務代理者 山 本 泰 照 平成 29年 ６月 20日～ ２期目 

委   員 佐 賀 孝 博 平成 28年 10月 １日～ ２期目 

委 員 伊 藤 輝 之 平成 30年 ４月 １日～ １期目 

委 員 門 間 奈 月 令和元年 ６月 １日～ ２期目 

教 育 長 表   純 一 平成 24年 11月 １日～ ３期目 

  

 ※地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

   第５条 教育長の任期は三年とし、委員の任期は四年とする。ただし、補欠 

    の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

   ２ 教育長及び委員は、再任されることができる。 

   

２ 教育委員会の会議開催状況、学校視察及びその他の活動 

   教育委員会の会議は、５人の教育委員が学校をはじめ社会教育・文化・スポーツ

などに関する事務の管理及び執行の基本的な方針、教育委員会規則の制定など、教

育に関する様々な議題について審議しております。 

 

 （１）教育委員会会議 

    教育委員会の会議には定例会と臨時会があり、定例会は原則として月に１度、

臨時会は必要に応じて開かれます。 

    令和２年度は、計 13回開催し、事務局から付議案件の提案理由やその内容につ

いての説明が行われた後、教育委員の質疑、審議をされております。  

Ⅱ 教育委員会の活動状況について 
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開  催 案  件 

令和２年 

第５回教育委員会会議 

令和２年４月 24日 

【報告】 

○稚内市学校教育推進計画の４年次評価について 

○令和２年度少人数学級の編成について 

○稚内市少年自然の家条例施行規則の一部を改正する規則 

について 

○稚内市スポーツ施設整備計画について 

○新型コロナウイルス感染症対策及び緊急経済対策に係る 

予算要求について 

令和２年 

第６回教育委員会会議 

令和２年５月 20日 

【報告】 

○令和２年度一般会計教育費６月補正予算について 

○稚内市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

について 

○稚内市教育委員会自家用電気工作物保安規程の一部を改正する 

訓令について 

○稚内市文化振興育成補助事業実施要綱の一部を改正する要綱 

について 

○新型コロナウイルス感染症対策及び緊急経済対策に係る 

予算要求について 

令和２年 

第７回教育委員会会議 

令和２年６月 24日 

【報告】 

○令和元年度教育委員会所管施設利用実績について 

○稚内市奨学金等貸付条例の一部を改正する条例について 

○稚内市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

○稚内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例について 

○稚内市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

定める条例の一部を改正する条例について 

令和２年 

第８回教育委員会会議 

令和２年７月 29日 

【議案】 

◎令和２年度稚内市部門別功績表彰候補者の推薦について 

◎令和２年度稚内市奨励賞表彰候補者の推薦について 

【報告】 

○令和２年６月稚内市議会定例会教育委員会に係る事項について 

○稚内市立学校教育職員の業務量の適正な管理等に関する規則 

の制定について 

○稚内市奨学金等貸付条例施行規則の一部を改正する規則に 

ついて 

○稚内市奨学金等貸付規則の一部を改正する規則について 

○新型コロナウイルス感染症対策及び緊急経済対策に係る 

予算要求について 

令和２年 

第９回教育委員会会議 

令和２年８月 26日 

【議案】 

◎令和３年度小学校用及び中学校用教科用図書並びに学校教育法 

附則第９条の規定に基づく教科書用図書の採択について 

【報告】 

○令和２年度一般会計教育費９月補正予算について 
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開  催 案  件 

令和２年 

第 10回教育委員会会議 

令和２年９月 25日 

【報告】 

○稚内市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

○稚内市体育施設条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を 

定める規則の制定について 

○稚内市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則に 

ついて 

○稚内市教育委員会自家用電気工作物保安規程の一部を改正する 

訓令について 

令和２年 

第 11回教育委員会会議 

令和２年 10月 28日 

【報告】 

○令和２年９月稚内市議会定例会教育委員会に係る事項について 

○新型コロナウイルス感染症対策及び緊急経済対策に係る 

予算要求について 

令和２年 

第 12回教育委員会会議 

令和２年 11月 24日 

【報告】 

○令和２年度一般会計教育費 12月補正予算について 

○公の施設の教育委員会所管施設に係る指定管理者の指定に 

ついて 

令和２年 

第 13回教育委員会会議 

令和２年 12月 23日 

【議案】 

◎令和元年度稚内市教育委員会活動状況に関する点検・評価 

報告書（案）について 

◎令和３年度稚内市一般会計教育委員会所管当初予算要求（歳出） 

について 

◎令和４年度成人式の開催形式について 

令和３年 

第１回教育委員会会議 

令和３年１月 20日 

【議案】 

◎稚内市教育行政執行方針（素案）について 

【報告】 

○令和２年 12月稚内市議会定例会教育委員会に係る事項について 

○稚内市保育の利用に関する条例の一部を改正する条例について 

令和３年 

第２回教育委員会会議 

令和３年２月５日 

【議案】 

◎稚内市教育行政執行方針（案）について 

令和３年 

第３回教育委員会会議 

令和３年２月 22日 

【報告】 

○新型コロナウイルス感染症対策及び緊急経済対策に係る予算要

求について 

○令和２年度一般会計教育費３月補正予算について 

○令和３年度一般会計予算（教育部所管分）について 

令和３年 

第４回教育委員会会議 

令和３年３月 24日 

【議案】 

◎稚内市教職員人事について 

◎稚内市立学校における教職員のハラスメント防止等に関する指

針（素案）について 

【報告】 

○令和３年３月稚内市議会定例会教育委員会に係る事項について 
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（２）総合教育会議について 

    総合教育会議は、市長と教育委員会により、教育行政の大綱の策定、教育条件

の整備等重点的に講ずべき施策、児童生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に

講ずべき処置について協議・調整を行っております。 

開  催 案  件 

令和２年度 

第１回稚内市総合教育会議 

令和２年 11月６日 

【協議事項】 

◎ 教育課題について 

 ① 児童生徒の学力向上対策について 

 ② 小学校における英語教育について 

 

（３）教育委員の学校視察訪問について 

    小学校・中学校を訪問し、授業参観や教職員との懇談を通じ、学校経営や学校

（児童・生徒）の状況を把握し諸問題に関する意見や要望を行政に反映させる活

動を行いました。 

 訪問年月日 学 校 名 

第１回 令和２年 10月 14日 富磯小学校 

第２回 令和２年 11月 9日 増幌小中学校 

第３回 令和２年 12月 18日 潮見が丘小学校 

 

（４）その他の活動について 

    教育委員は会議のほか研修会への参加、他の自治体の教育委員との情報交換や

議論を通じて、職務遂行に必要な知識の習得に努めています。 

    入学式、卒業式、運動会、学芸会などの学校行事をはじめ、校長会など教育関

連機関との懇談や教育関係研究会への出席、各地区の子育て関連会議などへも出

席し、教育現場の状況に理解を深めております。 

    令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症対策のため、学校行事や研

修会への参加は難しかったものの、教育予算、教育の課題や方向性等について市

長との意見交換を行うとともに、市長から独立した合議制の執行機関として教育

行政を推進しております。 
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３ 今後の活動について 

   教育委員会では、委員相互間及び事務局との議論がより活発に行われるよう努め 

    ております。 

また、多様な意見を教育行政に反映するため、各分野から委員を選任し、今日の

教育課題等に対し、毎月定期的に開催される教育委員会会議の中で、委員と事務局

の認識の共有化を図りながら、教育委員会の活性化を推進してまいります。 

   今後も、関係者との情報交換や各学校の行事、学校等教育施設への訪問などを通

じ、教育現場を取り巻くニーズの把握に努めるとともに、事務局に対するリーダー

シップを発揮し、教育委員会として適切な意思決定、さらなる教育委員会の活性化

に努めてまいります。 

 

 

 

１ 点検・評価結果の構成について 

 （１）「令和２年度の教育行政執行方針及び教育委員会重点事業」 

    「令和２年度の教育行政執行方針及び教育委員会重点事業」から、教育委員会

で実施した重要施策の中から 20事業について評価を行っております。 

   

（２）「事業の目的・内容」 

  事業ごとに「目的」、「令和２年度の事業内容」を記載しています。 

 

（３）「評価」 

  事業ごとに「実施内容」、「成果等」を総合的にＡ～Ｃの３段階で評価し記載し

ています。 

Ａ 目標以上の取組を 

実施した 
Ｂ 一定程度取り組んだ Ｃ 目標には及ばなかった 

 

（４）「今後の取組」 

  現状の課題を踏まえ、今後の改善策を記載しております。 

 

Ⅲ 教育委員会の施策に関する評価 
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≪重点取組１≫ 

学力向上対策事業 
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

事業目的
基礎学力の確実な定着を最大の目標とし、併せて、活用力や判断力、表現力が向上することを
目的とし、小学校3・4年生を対象として放課後学習を実施する。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

１．次代を担う人材の育成と地域とともにある学校づくりの推進

１．生きる力を育む学校教育の充実

放課後学力グングン塾開催事業 学校教育課

事業費（決算）
（単位：千円）

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）

17,423千円 14,259千円 15,228千円 15,940千円

行動目標
○小学校の大規模校4校で3・4年生を対象とし、放課後に学習機会を設ける。
○夏休み、冬休み中にも各3回程度学習機会を設ける。

成果目標
○引き続き検証を行いながら、標準学力テスト（CRT）で、全国比に近づける。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年
５月～３月　放課後学力グングン塾の開催（３・４年生、週4日）

上半期

４月　保護者説明会
７月　夏休みグングン塾の開催（３・４年生）
８月　夏休みグングン塾の開催（５年生）

下半期

１月　冬休みグングン塾の開催（３・４・５年生）
３月　アンケートや標準学力テストなどによる検証
　　　春休みグングン塾の開催（５年生）

達成度・効果度

実施内容

○コロナ禍により、5月末まで全校臨時休校だったため6月からの開始と

　なった。

○対象校４校で3年生に対して放課後に１時間程度、国語・算数の補習

　を実施した。前年度に引き続き指導員不足のため、４年生は週1回の

　開催となった。

○臨時休校の影響で、学校授業時数確保のため放課後学習の時間がとれ

　ず、夏休みグングン塾は開催できなかった。

○冬休みグングン塾は3・4年生に各2日ずつ開催。5年生は開催できな

　かった。

○コロナ禍により、登校日が減ったためグングン塾の開催回数を優先

　し、アンケート調査はできなかった。

B

成果等

○対象校４校で216人（参加率 52.6％、前年比 12.7％減）の児童が参加

　した。

○児童アンケート（10月）では、自分でたてた目標を「達成できた」「だい

　たい達成できた」という児童が3年生で79.8％（H30 86.5%）、4年生

　で79.2％（H30 85.6%）であった。

○保護者アンケート（10月）では、学習意欲が「ついた」「少しついた」と

　いう割合が3年生で78.2％（H30 71％）、4年生で80.0％（H30 81％）

　となった。

○標準学力テストCRTを活用した検証では、前年度の結果を多くの領域で

　上回っているものの、算数の分数や長さ･重さといった苦手な領域は逆に下

　回った。

○繰り返し取り組むことで、計算が早くなるなどの効果は出ている。

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○令和2(2020)年度は新型コロナウイルス感染症の全国学力・学習状況調査は中止になったが、
　例年、宗谷は全道でも下位にあり、基礎学力の定着は喫緊の課題であり、それを図るため、
　また、検証のためにも事業を継続的に取り組んでいく必要がある。
○市内４小学校で実施してから７年が経過したが、全国的な教員不足、道教委の再任用制度など
　により、安定した人材確保が難しい。前年度に続き指導員が2名不足していた。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○ＧＩＧＡスクール構想による1人1台端末の整備を機に、指導員不足を補う意味でも、タブレッ
　ト端末を有効活用した取り組みを検討し、次年度から開始したい。
○全体指導の場面とタブレット端末を活用し習熟度に合わせた個別最適化された学習を組み合わ
　せて、基礎学力の確実な定着を図っていきたい。
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

B

成果等

○コロナ禍による臨時休校があったため、年間授業時数に達しな
　い可能性があったなか、土曜授業本来の目的とは異なるもの
　の、土曜日に授業を行うことで生徒が本来習得すべき学習内容
　と生活リズムを取り戻すことができた。

B

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○コロナ禍による臨時休校のため年間授業時数が不足する恐れがあったことと、外部人
　材の招聘が困難であったため、土曜日に通常授業を行わざるを得ない状況が発生して
　いた。

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○コロナ禍中であっても、感染防止対策を徹底しながら、可能な限り外部人材の招聘
　など土曜日の有用性を活かした取り組みを行う。

達成度・効果度

実施内容

○市内5中学校において、1校当たり10回程度、全50回の土曜
　授業を実施した。
○コロナ禍により市内外からの外部人材を招聘することが難し
　く、土曜授業の有効性を活かした外部人材の活用などによる
　特別授業は1回、地域活動は2回に留まった。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

１．次代を担う人材の育成と地域とともにある学校づくりの推進

１．生きる力を育む学校教育の充実

土曜授業推進事業 学校教育課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

コロナ禍によって、予定していた講師を招聘した授業が減少したため、不用額が多くなった。

事業目的

土曜日において学校・家庭・地域が連携し、多様な学習、文化やスポーツ、体験活動の機会を
設け、豊かな教育環境・充実した学習機会を提供する。

事業費（決算）
（単位：千円）

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）

649千円 685千円 390千円 751千円

行動目標

成果目標

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

下半期

通年

上半期

○市内５中学校において、１校当たり年間１０回程度の土曜授業を行う。

○実施により、学習意欲の向上や、生活習慣の改善が図られる。

４月～３月　５中学校における土曜授業の実施
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≪重点取組２≫ 

教育関係施設整備の取組 
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

○タブレット端末を授業で活用する準備が整った。

A

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

○コロナ禍によって、タブレット端末整備が急激に進んだ結果、導入後の活用の仕方・
　使用頻度、同一学校内でも教員によって使用方法に差が発生することが想定される。
　このため、専門委員会等を設置し、全校的に統一された使用基準やルールを定めて
　いく必要がある。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○学校情報化推進委員会を設置し、使用方法や端末持ち帰りのルール作り等について
　検討する。

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

１．次代を担う人材の育成と地域とともにある学校づくりの推進

１．生きる力を育む学校教育の充実

ＧＩＧＡスクール構想整備事業 学校教育課

下半期

タブレット端末及び周辺機器を整備し、IDやアカウント、ソフト設定など使用可能
な環境を整える。

事業目的

国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、市内小中学校の1人1台のタブレット端末を整備する。

事業費（決算）
（単位：千円）

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）

－ － 256,752千円 －

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

達成度・効果度

実施内容

行動目標

成果目標

○次年度からの1人1人のタブレット端末を活用した教育活動を行うため、タブレット
　端末及び使用可能な周辺環境を整備する。

○1人1台のタブレット端末及び周辺環境を整備し、授業での活用、コロナ禍によって
　登校できない場合の遠隔授業での活用など、児童生徒の学習環境を充実するととも
　に、学びの機会を保障する。

○R2.7月～R3.1月にかけて、順次各校で無線ＬＡＮ設置工事を実施し
　た。
○R3.3月、小学校1,459台、中学校780台のタブレット端末及び周辺
　機器を調達し、ID等の設定作業を行った。 A

成果等

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

各学校の無線ＬＡＮ環境を整備する。

上半期
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

２．生涯スポーツの推進

体育施設整備事業 社会教育課

事業目的

稚内市全体のスポーツ施設の現状と課題を把握し、老朽化が進んでいるスポーツ施設を計画的
に整備していく。

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）事業費（決算）
（単位：千円） 173,551千円 1,651,956千円 393,297千円 20,647千円

行動目標

○みどり公園（屋内多目的運動場）の整備
○屋内外スポーツ施設の計画的な整備

成果目標

○みどり公園整備事業として進めている屋内多目的運動場の整備（カーリング場は令和２年
　5月に先行オープン）
○スポーツ施設の計画的修繕による長寿命化

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年 指定管理者との協議

上半期

下半期

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

H31にみどり公園整備工事でカーリング場、R2に屋内多目的体育館の建設工事があったた
め。

達成度・効果度

実施内容

○みどり公園整備事業は、平成30年度に行った実施設計に基づき
　整備が進めれている。
○指定管理者と随時協議を行い、次年度以降のスポーツ施設の整備
　箇所を決定した。

B

成果等

○みどりスポーツパークは、令和2年5月にカーリング場を先行オー
　プンし、屋内多目的運動場が令和2年9月末の完成。予定通り令和
　2年10月にグランドオープンを迎えた。
○他のスポーツ施設は老朽化に伴う工事を実施、また、災害に伴う
　復旧工事も行った。
　・こまどりｽｷｰ場：第2ペアリフト整備工事  　 〔6,710千円〕
　　　　　　　　　  各リフト部品交換工事　 　 〔1,815千円〕
　・大沼球場：スコアボード環境整備工事　　　　 〔600千円〕

　　　　　　　非常用放送設備改修工事　　　　 〔2,420千円〕
　　　　　　　既設排水桝補修工事　　　　　　　 〔414千円〕

　・水夢館　：給水ポンプ取替工事　　　　　　 〔2,860千円〕
　　　　　　　屋根復旧工事　　　　　　　　　 〔2,046千円〕
　・みどりスポーツパーク：道路標識設置工事　 〔1,232千円〕

　・みどり公園整備工事、施設整備工事　　　〔375,200千円〕

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○老朽化しているスポーツ施設の維持管理

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○施設の長寿命化を図るべく指定管理者と協議を行い、計画的な工事により整備を進めてい
く。
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≪重点取組３≫ 

子育て運動の展開 

    と青少年交流の推進 
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

コロナ禍による事業の中止による支出減のため。

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○依然として本市の児童生徒においては、生活や学習に係る実態について深刻な状況が報告され
　ると共に、経済的・精神的困窮が広まる中、生活習慣の改善に向けた取り組みを進めて行く必
　要がある。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○コロナ禍だからこそ出来ることを見極め、子どもたちの置かれている現状を把握し、教育講演
　会や子育て交流会をとおして保護者や教育関係者の見識を広め、市民全体の努力目標である
　「子育て提言」の励行、特に家族や友人とのコミュニケーションやケータイ・スマホ等のメデ
　ィアと上手く付き合える力を育むことが出来るよう事業を展開する。

達成度・効果度

実施内容

○子育ての日事業　みんなおいでよ！親子ふれあいデー（中止）

○子ども会議　第1回　（中止）

○子育て平和の取り組み

　・平和折り鶴祭り　7/28～8/8　192,836羽

　・平和記念式典　9/1　児童生徒･関係者含め 121名参加

○教育講演会   （中止）

○全市子育て交流会　（中止）

B

成果等

○子育て提言見直しにむけてアンケート調査など実施し、市民からの意見の集約

　を行った。

○各学校や子育て世代への新子育て提言（案）の配布　R2.9月配布

○アンケート調査期間R2.11～12月（広報誌、プレスリリース、ホームページ

　で実施）

○子育て推進協議会に係る会議や講演会事業は中止となったが、令和３年度へ

　向けてwebを活用した新たな取り組みとして進めることで運動の展開を図る。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

３．安心して子どもを産み育てられる環境づくり

３．地域の中で子どもを見守り育てる社会の形成

子育て推進事業 社会教育課

事業目的

「子育て平和都市宣言」を具現化し、地域ぐるみの子育てが根付くように各事業を実施する。また、ケータ
イ（スマホ）、ネットの学び合いを各地区子育て連協や教育講演会、全市子育て交流研修会で推進する。

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）事業費（決算）
（単位：千円） 1,002千円 979千円 876千円 966千円

行動目標

○例年実施している「教育講演会」や「子ども会議」、更に子育て平和の日の啓発などの各種
　事業・取り組みを推進する。

成果目標

○未来を担う子ども達が、ここ稚内において平和の大切さを学び、地域ぐるみでの教育環境を
　整備できるよう、これまで培ってきた子育て運動をより一層深化させていく。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年
○「子育て提言」を根付かせる取り組み・広報紙「ぬくもり」の発行

上半期

○みんなおいでよ！親子ふれあいデー

○子ども会議（第1回）

○各地区による子どもフェスティバル

○子育て平和の取り組み（平和折り鶴祭り、子育て平和記念式典）

○平和学習資料の改訂

下半期

○教育講演会

○全市子育て交流研修会

○子ども会議（第2回）

○子育て提言の改訂
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≪重点取組４≫ 

子育て支援環境の充実 
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

地方公務員法の改正により職員の立場が非常勤職員から会計年度任用職員に変わり、賃金単価が上がったた
め。

達成度・効果度

実施内容

○教育相談は、電話・来所面接あわせて491件
（R1:702件、H30:695件）
○つばさ学級には26名が通級。中学生が多く、進路について稚内高校
　定時制とも連携を行った。
○スタッフ会議は8回、適応指導委員会は3回開催した。2月以降は新型
　コロナウイルス感染症の影響もあり、どちらも当初の計画を下回った
○子育てファイルは新生児に192冊、年中児に273冊配布した。
○道のカウンセラーを活用しながら、教育相談所を中心に児童生徒の相
　談対応をした。
○就学前教育アドバイザーが、幼稚園･保育所に要請訪問したほか、就学
　支援部会に入り、小学校への引継ぎについてサポート等を行った。

B

成果等

○相談所・適応指導教室に相談員・指導員等を配置し、各種教育相談の
　早期対応、助言、課題解決を図ることができた。
○スタッフ会議、適応指導委員会を通して、支援を要する児童生徒、
　課題がある児童生徒について交流・協議を行った。

Ａ

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

行動目標

○教育相談所を設置し、児童生徒について保護者・関係機関との緊密な連携のもと、適切な教育相談を行

　い、問題の早期解決を図る。

○適応指導教室（つばさ学級）を設置し、学校不適応指導生徒について、教育相談・適応指導・学習指導等

　の援助を行い、集団生活への適応や学校生活への復帰促進を図る。

○子育てファイルの配布･活用により、子どもの切れ目ない連携･支援をサポートする。

○就学前教育アドバイザーを配置し、就学前から子どもたちの状況を把握し、保護者・関係機関との連携、

　引継ぎなど適切な対応をする。

成果目標

○子ども支援指針に基づき、SSWやSCの機能を活かし、学校や関係機関・関係団体と連携して、４地区

　ネットワークの機能をより充実させて、課題解決を図る。

○子育て電話相談フリーダイヤルを通して各種相談に対応し、面接や訪問活動を推進する。

○スタッフ会議、適応指導委員会を定期的に開催し、関係機関等との連携を密にする。

○子育てファイルを出生児、年中児などに配布し、関係機関とともに有効活用に向けた協議を行う。

○稚内市特別支援教育推進委員会の活動支援
○就学支援部会開催の子育て応援セミナーにおいて、就学前相談・指導

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

○教育相談の実施
○適応指導児童生徒に対する教育相談・適応指導・学習指導
○スタッフ会議、適応指導委員会の開催
○就学前教育アドバイザーが幼稚園･保育所と連携し相談対応･助言を行う。

上半期
○子育てファイルの配布（新生児用＝健康づくり課、年中児＝こども課）

下半期

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

３．安心して子どもを産み育てられる環境づくり

３．地域の中で子どもを見守り育てる社会の形成

教育相談・不登校対策事業 学校教育課

事業目的
児童生徒の問題行動や悩み等に対して、適切な教育相談を行い、早期の問題解決を図る。

事業費（決算）
（単位：千円）

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）

10,710千円 9,800千円 12,044千円 12,822千円

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○教育に関する相談は多様化･複雑化しており、退職教員や適任者の確保が欠かせない。
○小学校就学に幼保からスムーズに接続できるよう、関係者との連携が欠かせない。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○保護者・学校などと連携し、より充実した体制のもとで活動できるよう推進する。
○就学前教育アドバイザーの役割･メリットが保護者や関係機関に浸透してきており、相談機会も
　増えていることから、さらに周知･連携を図り、より効果的な活用を進める。
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

３．安心して子どもを産み育てられる環境づくり

３．地域の中で子どもを見守り育てる社会の形成

子どもの貧困対策推進事業 学校教育課

事業目的

本市の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、幼稚園・保育所、小中学校、養護学校、高等学
校、大学が公私立の枠組みを超えて連携し、ＰＴＡ、民生児童委員等との協力関係を強め、連
携・協力体制の推進を図る。

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）事業費（決算）
（単位：千円） 456千円 341千円 262千円 250千円

行動目標
○稚内市教育連携会議及び稚内市子どもの貧困対策プロジェクト会議を設置し、本市の子ども
　の貧困の現状について調査・研究を進める。

成果目標

○稚内市教育連携会議を開催し、子どもの貧困問題について協議する。
○稚内市子どもの貧困対策プロジェクト会議において、本市の子どもの貧困の現状を踏まえて
　調査・研究を進める。
○子どもの貧困に関する講演会・学習会を開催し、オール稚内で市民意識の醸成を図る。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

○稚内市教育連携会議を２回開催。
○子どもの貧困連鎖ＳＴＯＰ講習会の開催。
○稚内市子どもの貧困対策プロジェクト会議を適時開催。

上半期

○稚内市教育連携会議、稚内市子どもの貧困対策プロジェクト会議の開催。
○地域連携コーディネーター向け研修の開催。

下半期

○稚内市教育連携会議、稚内市子どもの貧困対策プロジェクト会議の開催。
○子どもの貧困連鎖ＳＴＯＰ講習会の開催。

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○キャリア教育の充実のため、教育と経済界が協働した取り組みを推進していく必要があり、
　稚内学を取り入れた教育カリキュラムの構築や関係者で組織する協議体の設立にむけ検討
　を行う。

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

○新型コロナウィルスの影響によって予定していた「子どもの貧困連鎖STOP講習会」
　が中止になったため、関連予算が不用額となったため。

達成度・効果度

実施内容

前年度の教育連携会議において、「貧困解消のためには将来の社会的・職業的自
立が求められるため、幼少期からしっかりとした職業観を育むことが重要」との
意見・提唱に基づき、キャリア教育の推進に重点を置き、同時に地元に根付く
「わっかない人」の育成につなげるため、「稚内学」について学習・授業視察を
行った。

B

成果等

稚内学を授業に取り入れ、先駆的取り組みを行っている稚内高校の授業視察を行
い、認識を深めた。また、稚内高校教諭が市内中学校で出前授業を行い、義務教
育段階で稚内学を取り入れた授業カリキュラム作成に向け、学びが深まった。

B

○引き続き、子どもの貧困の現状について調査・研究を進め、子どもの将来がその生まれ育っ
　た環境に左右されないよう、関係機関・関係部署と連携し、取り組んでいく必要がある。
○将来、貧困状況に陥らないように、将来の社会的・職業的自立に向け、幼少期からしっかり
　とした職業観を育むことが重要であり、キャリア教育の重要性を関係者が共通にしている。
　よって、各教育段階における一貫した取り組みの体制構築が求められている。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

事業目的

子育て支援に関する情報を総合的に案内するため、市の子育て支援情報が継続され、探しやす
さ、判りやすさを重視した子育て総合Ｗｅｂサイトを運営する。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

３．安心して子どもを産み育てられる環境づくり

２．子育て環境の充実

子育て支援サービス利用者支援事業 こども課

事業費（決算）
（単位：千円）

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）

1,957千円 1,216千円 660千円 660千円

行動目標

子育て支援に関する様々な情報を集約したウェブサイトおよびアプリを運用する。

成果目標

妊娠・出産・子育てへの切れ目のない支援に向けた情報提供を行う。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

○ウェブサイト・アプリによる情報提供
○機能改善等

上半期

下半期

○アンケート利用満足度調査実施

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

ウェブサイトの構築はH29年度から２か年で実施し、Ｈ30年6月から運用開始している。Ｒ2年度は、ウェ
ブサイトの改修などは無く、保守業務委託料のみの支出だったため。
保守業務委託　66０,000円（R2.4.1～Ｒ３.3.31）

達成度・効果度

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

実施内容

○ウェブサイト・アプリの構築、運用
○積極的な情報発信（Ｒ２年度：93回発信）
○動画の配信 B

成果等

○運用開始から2年が経過。ウェブサイトのアクセス数と情報発信数
　は、前年より減少したが、利用者が必要とする情報を積極的に発信
　できた。また、利用満足度アンケート調査での利用満足度は前年を
　上回っており、子育てサイトとしての役割を十分はたしていると思
　われる。
・ウェブサイトアクセス数　62,072アクセス（R2.4-Ｒ3.3）

　※前年比：5,501ｱｸｾｽ減
・アプリ登録数　554ユーザー（Ｒ3.3末）※前年比：106ユーザー増

B

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○幼児期だけの情報発信ツールではなく多くの人に幅広く利用してもらえる情報発信ツールと
　して、就学している子ども向けの情報内容や発信頻度を上げる必要がある。
○ウェブサイトによる情報発信の他、スマートフォンに対応したアプリが効率的かつ効果的に
　活用されているか検証が必要かと思われる。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○情報のバランスを図りながら、関係各課に情報発信を積極的に行うよう呼び掛ける
○アンケートなど利用者の意見を踏まえ、サイトやアプリの充実・改善及び管理運用を図って
　いく。
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

事業目的

○個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るととも
　にその権利を擁護することを目的とする。
○母子家庭等の家庭の状況等に応じて就業相談を実施するとともに、生活の安定と児
　童の福祉の増進を図るための相談等、母子家庭等への自立に向けた総合的な支援を
　行うことを目的とする。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

３．安心して子どもを産み育てられる環境づくり

３．地域の中で子どもを見守り育てる社会の形成

児童家庭相談・母子家庭等自立支援事業 こども課

事業費（決算）
（単位：千円）

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）

5,376千円 4,007千円 3,785千円 6,037千円

行動目標

○児童の福祉に関し、必要な実情の把握及び情報の提供を行うとともに、家庭その他
　からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行い適切な支援を行う。
○母子・父子自立支援員を配置し、母子家庭等の様々な相談に応じるとともに、就職
　や転職に有利となる資格・技能等の取得支援やハローワークと連携し就業支援を行
　う。

成果目標

○家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行い適切な援助を行う。
○要保護児童対策地域協議会の開催（総会、実務者会議、個別ケース検討会議）
○母子・父子自立支援員による母子家庭等の様々な相談に応じる。
○母子家庭等に対し、就職や転職に有利となる資格・技能等の取得、就業支援を行う。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

上半期

下半期

○家庭児童相談員による家庭児童相談の実施
○要保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議の実施
○母子・父子自立支援員による自立支援相談の実施

○稚内市児童問題連絡会総会（書面表決）

○新型コロナウイルス感染拡大防止の為、街頭啓発、研修会等実施なし

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

達成度・効果度

実施内容

○家庭児童相談員及び母子・父子自立支援員による相談
○要保護児童対策地域協議会実務者会議、個別ケース検討会議の開催
○児童扶養手当受給者に対する、生活保護受給者等就労自立促進事業の
　実施

A

成果等

〇相談業務
　家庭児童相談件数　90件　　母子・父子自立支援員相談件数　54件
〇要保護児童対策地域協議会
　総会　1回（正面表決）・実務者会議　3回
　個別ケース検討会議　26回
〇母子家庭等自立支援給付
　教育訓練給付金　0件
　高等技能訓練促進費等給付金　0件
〇生活保護受給者等就労自立促進事業
　参加　6名
　就業に至った人　5名・就業に至らなかった人　13名

A

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○令和2年4月から子どもへの体罰が法律で禁止されたことに伴い、躾と称しての
　体罰や軽微な虐待について、こども課で保護者への指導・助言を行ってきており、
　一定程度の専門的な知識等が必要となっている。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○家庭児童相談員を始め、児童相談に対応する職員等に対し、児童虐待対応に関す
　る研修等の受講をすすめ、スキルアップに努める。
○全ての子どもと妊産婦等を対象に支援業務の強化を図る為、R4子育て世代包括
　支援センターの設置と合わせ、子ども家庭総合支援拠点の設置について検討を進
　める。
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

通年

上半期

○学校への制度説明及び協力依頼
○制度周知活動
○申請受付・申請受理・交付決定・却下通知送付

下半期

○未納者への通知
○広報誌などによる再周知
○交付決定・却下通知送付
○給食費への歳入振替処理
○給食費の清算

成果等

○当初試算において、平成30年度の給食費助成決算状況や、令和2年
　度の児童・生徒数見込等のデータを用いて、17％の助成率を見込ん
　だが、小中学校において、令和元年度は認定になったが、令和2年
　度は否認定となったケースが53件あったこともあり、助成率は予算
　額より4.3％下回った。結果的に義務教育では、13.40％の助成率
　となり、当初343人を予定していたが、80人少ない263人が対象
　となった。本助成・生活保護・準要保護を含めると義務教育では
　24.15％が給食費に対する支援を受けていることになる。

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

○学校からの申請締切を８月末としているが、以降も給食センターに随時申請者が来ている事
　から受付窓口を年度末まで開設しなければならない。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○現制度で今後も継続する。

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

達成度・効果度

実施内容

○学校に対して制度説明を行い協力依頼を行った。
○広報誌・ホームページなどにより周知の取組を行った。
○対象者の申告漏れがないように、前年申請があって申告がない方に
　対して、個別に申請の取組を行った。

B

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

事業費（決算）
（単位：千円） 9,783千円 6,764千円 6,942千円 9,036千円

行動目標

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）

○給食費助成制度をより分かりやすく、対象者の申告漏れがないよう周知の徹底を
　図る。

成果目標

《助成対象人数及び助成額》
小学校　 169人　　4,290千円
中学校　　94人　　2,652千円

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

事業目的

本事業は子育て支援の一環として、準要保護児童に対する就学援助事業を拡大（延長）した事
業と位置づけ、低額所得世帯を対象に実施することにより、学校教育の充実及び子育て支援の
推進を図る。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

３．安心して子どもを産み育てられる環境づくり

２．子育て環境の充実

学校給食費助成事業 学校給食課
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≪重点取組５≫ 

学校給食費負担半減 

    と地産地消の取組実施 
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

通年

○給食献立作成委員会で稚内ブランドや地場産物の選定を行う。　　　　　　　　　　　○季
節に応じた「稚内ブランド」、「地場産物」の提供を行う。　　　　　　　　　　　　　○単
独調理校の巡回衛生点検の実施。

上半期
○指導希望校調査、日程調整
○巡回給食指導の実施

下半期 ○巡回給食指導の実施

《地場産物の取組》

○学校教育における食育活動の生きた食材として活用された。

○地場産物の食材を通じて、地域の産業や食文化にふれながら「食」

　への関心と理解を深めることができたことと、児童生徒がより身近

　に実感をもって地域の自然・食文化・産業等について理解を深める

　ことができた。

《栄養教諭による食に関する指導》

○各学校の希望に沿った形で食に関する指導を実施することができた。

Ｂ

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○当センターの施設関係上、生の魚をさばく事や泥付きの野菜を処理するなど、学校給食
　衛生管理基準上、取り扱えない為、加工した食材の取扱が多く、その分価格も高価になる。
　当市の特徴から、地場産物は海産物が多いため、比較的高価な食材を使用する事から、
　学校給食に推進するには限界がある。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○食材納入業者に対して、安定した食材の供給や価格の据え置き、新商品の開発など協力
　体制を要請している。栄養教諭を中心とした献立の工夫も進めて行く。

達成度・効果度

実施内容

《地場産物の取組》

○稚内ブランドや地域の食材を使用し、季節に応じた給食を提供した。

☆稚内ブランドの提供回数（提供回数38回）

※一夜干姫ほっけ・稚内牛乳・稚内ほたてシューマイ・宗谷の塩

　・宗谷黒牛・宗谷のたこ・宗谷のもずく・ホタテジオ・鹿肉ジン

　　ギスカン・稚内牛乳飲むヨーグルト

☆地場産物（提供回数52回）

※特製フランクソーセージ・さんまの塩焼・たらの西京焼き等

☆郷土料理の提供

※ちゃんこ鍋・各種すり身汁（カジカ等）・いものこ汁・イモ団子汁

　・ジンギスカン等

○地場産物の納品に関して、地元業者と連携した。

《栄養教諭による食に関する指導》

○「給食だよりダイジェスト」・「給食センターだより」

　・「献立表」・「栄養価表」・「みんなの学校給食」の発行等、

　学校給食に関する情報発信

○給食時間での放送原稿を配布することにより、食に関する情報提供

Ｂ

成果等

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

新型コロナウイルス対策である地場産品促進事業により、学校給食で使用する地場産物につい
て購入していることから、本事業での支出額が減額となった。

事業費（決算）
（単位：千円） 8,708千円 8,744千円 6,607千円 8,953千円

行動目標

○「学校給食地場産物提供事業」を予算化し、稚内ブランドをはじめとした地域の食材
　を提供し地産地消と食育の推進を図る。
○栄養教諭による食に関する指導の充実を図る。

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）

成果目標

○稚内ブランドや地産地消を季節に応じて提供する。
○各学校を巡回し、食の指導など学校との連携・調整を行い、学校給食を生きた食材と
　して効果的に活用する。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

事業目的

学校給食に稚内ブランドや地場産物の食材を取り入れることにより、食に関する指導の「生きた教材」とし
て活用し、子どもたちが、食材を通じて地域の自然や文化、産業等に関する理解を深めるとともに、郷土を
愛する心や食への感謝の念を育むことが出来るなどの高い教育効果を期待するとともに、地産地消の推進を
図る。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

１．次代を担う人材の育成と地域とともにある学校づくりの推進

１．生きる力を育む学校教育の充実

学校給食地場産物提供事業 学校給食課
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≪重点取組６≫ 

文化振興と郷土芸能の推進 
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

○企画会社との連絡、調整事務。

○各種メディアを通した広報活動の実施。

○公演企画に関する情報収集。

○主催事業の実施。

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○舞台芸術への興味、関心の喚起
○文化活動体験機会の確保

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○新たな広報手段を開拓するほか、時代やニーズに合った公演を選定する。
○各分野の文化団体と調整し、継続的に文化センターで文化の体験機会を確保する。

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

当初予定していた公演が、新型コロナウイルス感染防止の観点から中止となったため。

達成度・効果度

実施内容

○主催事業：演劇「フレップの花、咲く頃に」 の開催
○共催事業：「昭和の歌」コンサートの開催

B

成果等

○「フレップの花、咲く頃に」
・10月11日（日）に開催し、150人へ鑑賞機会の提供を行った。

・演劇に関心のある市民4人が、エキストラとして参加した。

○「昭和の歌コンサート」
・10月22日（木）に開催し、150人へ鑑賞機会の提供を行った。

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

行動目標

○過去の公演実績や稚内総合文化センターの利用状況を鑑み、多彩な舞台芸術に触れる
　機会を提供する。

成果目標

○演劇ほか多彩な文化芸術鑑賞機会を創出する。
○プロの演劇を鑑賞するだけではなく、演劇サークル等に呼びかけ、市民参加型の事業
　を目指す。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

上半期

○総会の実施。

下半期

事業費（決算）
（単位：千円）

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R３年度（予算）

2,700千円 2,700千円 1,224千円 2,700千円

事業目的

地域に根差した国際色豊かな文化都市「稚内」を目指すため、舞台芸術の鑑賞機会を提供する
とともに、稚内総合文化センターの利用促進に努める。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

３．芸術・文化活動の環境づくり

稚内市文化事業振興協議会事業費補助事業 教育総務課
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

工事内容の差異により、R1とR2に差有。

達成度・効果度

実施内容

○非常用直流電源装置の改修
○配管更新実施設計業務の実施

B

成果等

○利用者の安全確保を図るため、老朽化した非常用直流電源装置の
　改修を行うことができた。
○令和3年度から、老朽化が進んでいた配管を中心とした工事を進
　めるため、配管更新実施設計をまとめた。 B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

成果目標

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

上半期

下半期

○文化センターにおける市民の利便性向上と利用促進。
○施設における適切な維持管理。

○舞台設備、施設設備における修繕計画等の策定。
○指定管理による自主事業。

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

今後の取組

○文化センターは、建築から35年以上が経過しており、今後においても市民の利便
　性の向上と施設の維持管理のため、計画的な改修を実施していく。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○指定管理者と、より一層の連携を図りながら、施設の利便性向上と利用促進に向け
　事業を推進する。

行動目標

○総合文化センターを、宗谷管内の文化の拠点として、住民が利用しやすい施設として
　適切に維持管理を行うため指定管理による運営の実施。

事業費（決算）
（単位：千円）

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R３年度（予算）

71,140千円 64,239千円 114,116千円 202,775千円

事業目的

総合文化センターを、宗谷管内の文化の拠点として、住民が利用しやすい施設として適切に維
持管理する。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

３．芸術・文化の環境づくり

総合文化センター維持管理事業 教育総務課
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

事業目的

稚内市樺太記念館において市民や観光客に樺太と稚内の歴史や文化を紹介し、当該地域におけ
る特徴を伝えるとともに、施設を適切に維持管理する。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

４．自然・歴史・産業などを学ぶことによる郷土観の確立

樺太記念館維持管理事業 教育総務課

事業費（決算）
（単位：千円）

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R３年度（予算）

11,138千円 9,906千円 7,602千円 3,940千円

行動目標

○常設展示を中心に企画展示や市民講座を開講し、市民に情報提供を行う。
○樺太と稚内とのつながりを示す資料を収集し、展示物の充実を図る。

成果目標

○常設展示の充実を図るとともに、年間数回、テーマを設け企画展示を開催し、
　より多くの方々に来館いただく。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

○常設展示と企画展示の実施。樺太資料の整理。樺太関係者からの聞き
　取り調査および記録映像の撮影。

上半期

　

下半期

　

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

稚内副港市場の一部を市が譲り受けることに伴い、令和2年10月から令和3年3月までの樺太
記念館の建物借上料等が、減額となったため。

達成度・効果度

実施内容

○樺太関係映像資料制作業務委託の実施

A

成果等

○稚内北星学園大学に映像資料制作の業務委託を実施し、市教委と
　連携しながら、樺太関係者からの聞き取り調査を実施し、記録映
　像を撮影した。撮影した映像を元にして、次年度から樺太記念館
　で新たな映像を公開する。 A

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○樺太出身者の高齢化が進んでおり、稚内や樺太に関する語り部的な方々から、当該
　地域における歴史を語り継ぎ、次世代に伝えていくため記録の映像化などアーカイ
　ブ化が急務である。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○講座などにおいて、樺太出身者の方々にも参加いただき、当時の状況等を語ってい
　ただく機会などを創出していく。
○来館者からアンケートを実施し、より来館者にとってわかりやすく、地域の歴史を
　伝える事が出来るよう心掛ける。
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≪重点取組７≫ 

生涯教育の推進と支援 
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

生涯学習推進アドバイザーの賃金において３名分を計上していたが、令和２年度は１名体制となったことに
より、２名分の賃金が不用額として生じたため。

達成度・効果度

実施内容

○高齢者大学【声問 楽生大学】
・体験学習（どら焼きづくり、一口ビザづくり）
・健康講座（座ってできる軽体操）
○高齢者大学【いきいき大学】
・ものづくり（ミニュチュア椅子づくり）
・健康講座（体力診断と簡単ストレッチ）
・趣味体験（そば打ち、手づくりどら焼き）
○子どもの広場
・木工作（リトルチェアー、壁掛けシェルフ）
・工作（マリンドーム、つるし飾り）
・調理（どら焼きづくり、手打ちうどん）
○風～る主催体験事業
・ものづくり（クリスマスリースづくり、正月リースづくり）

Ｂ

成果等

　新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴い中止となった事業もあったが、「風
～る わっかない」に常駐している生涯学習推進アドバイザーが持つ知恵や知識、
技能を活用すしながら、子どもから高齢者を対象にした学び場を提供することが
できた。また、アドバイザーが事業の企画・立案を行う際、地域人材の活用も図
ることができた。

Ｂ

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

下半期

成果目標

○学習メニューの開発（施設を活用した学社連携による学習メニューの創出や、これまでの市民
　講座にとらわれない新たな講座を検討し実践していく）
○親しまれる施設としてのイメージの定着（施設内にあるＦＭわっぴー放送局を効果的に活用
　し、「ここに来るとこんなことが出来る、こんな活動の様子を見れる」などのイメージを市
　民に定着させていく）

行動目標

○関係機関のコーディネート（生涯学習推進アドバイザーを中心に、学校教育機関のメンバーと
　の連絡調整や、共同事業の推進にあたってのコーディネートを図る）
○施設情報の積極的な外部発信（各種講座、サークル活動の様子を外部に積極的に発信し、より
　多くの市民が施設について理解を深められるような取り組みを行う）

○子どもの広場【後期】　※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止。
・ものづくり
○高齢者大学《いきいき大学》【後期】
・体験学習（調理）

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

○高齢者大学《声問 楽生大学》
・体験学習　　・健康講座
○風～る主催体験事業
・ものづくり

上半期

○子どもの広場【前期】
・ものづくり（木工・工作）
○高齢者大学《いきいき大学》【前期】
・ものづくり（木工）・健康講座

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

１．誰もが気軽に学べる生涯学習の推進

生涯学習活動支援事業 生涯学習総合支援センター

事業目的
生涯を通じて市民ひとり一人の好奇心を総合的かつ継続性をもって応援し、その学びの活動の
様子や成果を積極的に外に発信し、より意識が高い生涯学習社会を構築する。

事業費（決算）
（単位：千円）

H30年度 H31（Ｒ１）年度 R２年度 R３年度

千円 10,127千円 6,077千円 8,391千円

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○学校教育機関（教育相談所・教育研究所）のマンパワーを活用した講座等の開催ができてい
　ない。
〇高齢者大学の進め方と講座内容のさらなる充実。
○「風～る」を利用しての講座やサークルの活動状況や貸室の情報提供が不十分。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○生涯学習推進アドバイザーを通じて、学校教育機関との連絡調整を継続して行い、開催可能な
　講座を模索する。
〇高齢者大学及び市で行ったアンケートの結果等を参考に高齢者のニーズを把握する。
○ＦＭわっぴー、稚内市のＨＰを積極的に利用しながら、情報の発信を行う。
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○稚内学は新たなメニューへの取り組みを予定していたが、コロナ禍により思うような事業
　展開ができなかった。今後も新たなメニューの開発や受講者獲得のため積極的な発信を行
　う。（他の講座や事業との連携など）また、市民講座をはじめ、子ども達や市民にどのよ
　うな体験・学習の場を提供していくかが課題である。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○生涯学習アドバイザーほか、多様な地域人材の活用を視野に事業展開を進め、新たなサー
　クル活動の創出につながる体験メニュー、学習ニーズについて取り組む。

行動目標

生涯学習推進アドバイザーや地域人材、本市や本市に縁のある人材を効果的に活用し、主に成人を対象とする趣味な
どに活用できる市民講座をはじめとする各種講座、稚内学では地域を素材とする学習メニューを考案・提供するな
ど、多様な年齢層対応した学習機会の場を提供していくと共に、地域人材の掘り起しや情報整理を行う。

成果目標

○地域やサークル、新たな人材を活用するなど講座を実施して学習メニューを提供していくことで学習
　意欲を育み、あらゆる年齢層にわたる生涯学習社会の構築を目指す。
○本市の歴史や自然、人物、文化など色々なことを学ぶことにより、「稚内」の新たな魅力を発見する

　と共に、ふるさとに対する誇りや『まちづくり』につながる郷土愛を育む。
○本市に縁がある各界で活躍する方々を講師に迎え、中学校・高等学校で講演を実施し、生徒たちが夢

　や希望をもって自分の将来や進路を考える機会とする。
○人材バンクの更新作業を行い、市民への学習機会提供の幅を広げる。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

○講座の受付・実施
○サークルや市民活動団体の情報把握(人材バンク)

上半期

○稚内学（前期）
○市民講座（前期）

下半期

○稚内学（後期）

○市民講座（後期）
○ふるさと・子ども夢プロジェクトの開催

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

１．誰もが気軽に学べる生涯学習の推進

社会教育推進事業 社会教育課

事業目的

教養・生きがい・キャリアアップ・技能や知識の習得・学習相談など、幅広い年齢層の学習ニーズに対応す
ることで、市民全体の学ぶ意識の向上を図る。

事業費（決算）
（単位：千円）

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）

2,229千円 1,570千円 1,330千円 1,578千円

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

コロナ禍による事業の中止及び講座数の減少による講師謝礼など支出減のため。

達成度・効果度

実施内容

○稚内学前期（中止）○稚内学後期（1回）参加者13名

○市民講座前期（６講座）参加者90名　○市民講座後期（5講座）参加者67名
○ふるさと・子ども夢プロジェクト

　講師：石動　修（元警視庁警視）
「この道を歩む～故郷礼文島から大都会東京へ～」

　高校生436名　中学生202名
○学びと遊びの玉手箱の発行
（登録団体99、指導者44名、各協会等関係団体82団体）

B

成果等

○コロナ禍による影響はあったものの市民講座では風～るを積極的に活用し、
　人気の高い講座をベースに新たな分野に取り組んだ。稚内学は大橋先生による

　講義をいただき根強いファン層との交流となった。
　また、子ども夢プロジェクトでは、稚内に縁のある首都圏で活躍する各種著名

　人が講師として中高生に人生や経験・夢について語っていただき、生徒一人
　ひとりが自分の将来を考える機会を設けることができた。

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった



- 31 - 

 

 

 

 

 

基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○子どもたちと本との出会いの場（家庭・学校・図書館・地域）を作り上げなが
　ら本と親しみ、読書への興味を引き出し、自主的に読書ができるように支援して
　いくことが大切である。
○子どもと一緒に家庭全体で本に親しむ環境づくりを支援する。
○図書館が、子ども・家庭・学校・地域をつなぐ場となり、連携した取り組みを行
　うべきであるが、コロナ過の状況により、現在は図書館への集約ではなく、学校
　や地域に図書館が出向く形で利用を伸ばしていく方向。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○コロナ過の状況を鑑みつつ、自宅や学校で常に読書を楽しめるようサポート体制
　を整える。

○ブックスタート、読み聞かせ、団体貸出・ブックパック等の実施
○図書館友の会などのボランティア団体と連携したイベントの開催
○季節に合わせたものや趣向を凝らしたものなど、様々な情報発信、
　図書展示による読書啓発

B

成果等

○サバイバルパックなど、児童向けに新たな団体貸出用ブックパック
　を作成し、学校や学童保育所向けなどの団体貸出数を伸ばしている B

○読書環境づくりや、読書の楽しさを実感できる事業の実施による利用者の増加
○学校図書館との連携を図り、子どもの読書離れの対応していく
○インスタグラムやＨＰを活用した情報発信の強化

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

○ブックスタート（現在配付のみ）、読み聞かせ（現在休止中）、
　団体貸出・ブックパック等の実施
○読書通帳の配布
○インスタグラムなどの情報発信

上半期 ○図書館フェスティバルの開催（本年度中止）

下半期

○図書館まつりの実施
○読書感想文コンクールの実施

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

職員費に計上されていた、会計年度任用職員１名分を図書館費で計上したため。

達成度・効果度

実施内容

事業費（決算）
（単位：千円）

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）

13,501千円 13,100千円 15,240千円 16,888千円

行動目標

○第三次稚内市子どもの読書活動推進計画（策定中）に基づいた、子どもの読書活
　動の推進、読書環境の整備・充実をすすめる
○コロナ禍における図書館利用ついて状況を鑑み、外部への配本等による利用促進
　を図る。

成果目標

事業目的

子どもの自主的な読書活動を促進するためには、図書館・家庭・地域・学校などの役割を明確
にするとともに、関係機関や団体などと連携し、様々な取組を推進するため、「第三次稚内市
子どもの読書活動推進計画」を策定する

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

１．誰もが気軽に学べる生涯学習の推進

図書館活動事業 図書館
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○建物の長寿命化
○設備の更新
○展示物の再利用及びリニューアル
○令和6年度の開館50周年事業に向けての準備（記念誌、展示物のリニューアル等）

○建物、設備の計画的な更新と修繕工事
○過去の展示物の洗い出しをし、再展示できるものは整備し利用する。他の科学館から
　情報収集（展示物の交換、寄贈）
○記念誌作成に向けての資料収集、展示物のリニューアルの計画を立てる）

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○サイエンス事業の開催（わくわくサイエンス8回、夏・冬休み自由研究、

　各1回、キッズチャレンジ3回、ちょこっとラボ7回、大人のためのサイ
　エンス工房3回、サイエンスクラブ後期のみ開催）

○科学普及事業（巡回展示4回）
○天文普及事業（市民天体観望会3回、移動天体観望会1回、プラネタリウム
　「南極の夜空　オーロラ72回）

B

成果等

○入館者数　令和元年度　43,477人　令和2年度　26,311人前年比

（17,166人減　39.5%減）
○サイエンス事業参加者数（わくわく125人、自由研究48人、キッズチャレ
　ンジ33人、ちょこっとラボ227人、サイエンス工房26人、サイエンス

　クラブ4人）
○科学普及事業22,577人〇天文普及事業（市民天体観望会84人、移動天体

　観望会28人、学習投影174人、南極投影950人）

B

○市民に対し、より多くの理科実験の場を提供する。
（サイエンス事業の推進）
○企画展・巡回展を実施する。
○天文普及事業（市民天体観望会・移動天体観望会・プラネタリウム
　の投影）

上半期

○サイエンスクラブ（前期）の実施。

下半期

○サイエンスクラブ（後期）の実施。

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

達成度・効果度

実施内容

事業費（決算）
（単位：千円） 13,413千円 11,620千円 12,893千円 12,565千円

行動目標

○理科実験教室の充実を図り、科学に触れ合う機会を増進する。
○展示物の充実を図り、科学を身近に感じられる環境づくりを推進する。
○学校教育への支援

成果目標

○関係機関との連携を構築し、実験の内容や回数等ニーズに沿った教室を開催する。
○低予算で新たな展示物の積極的な導入を図り、幅広い分野の科学を紹介していく。
○プラネタリウムによる学習投影

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）

事業目的
青少年が、科学現象の不可思議への好奇心を発端として、科学に対する関心と探究心を育てて
いく機会と場を提供することを目的として本事業を行う。

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

１．誰もが気軽に学べる生涯学習の推進

青少年科学館管理運営事業 科学振興課
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

○水族館整備工事（動力自動制御盤更新工事　6,215千円、
　置き水槽循環式冷却クーラー更新」工事　1,210千円）の増

達成度・効果度

実施内容

○企画展（上半期「まんまるおさかな展 」8/1～8/31）
（下半期　「ペンギンの館内散歩」11/7～11/18（水・土・日）
「親子展」2/1～3/31）
○特別展示（「流氷展」7/23～26・8/13～16・9/19～22）
○学校教育支援（南小ヤマメ稚魚放流への職員派遣、宗谷小のふる
　さと学習への職員派遣
　職場体験：幌延中、増幌中、稚内中、兜沼中）

B

成果等

○入館者数　令和元年度　43,477人　令和2年度　26,311人
　前年比（17,166人減　39.5%減）
○企画展（特別展示含）観覧者数　17,492人　　　　　　　　　　　　　　○
学校教育支援への派遣校数　2校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○職
場体験受入数　4校（9人）

B

今後の取組

○建物の長寿命化
○設備の更新
○展示生物の確保

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

○建物、設備の計画的な更新と修繕工事
○漁組、水産試験場、近隣の漁業者の継続して支援への働きかけ

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

通年

○設備の更新及び修繕
○展示魚類の収集及び企画展の開催〇
○自然環境教育授業への職員の派遣、職場体験・インターンシップの受入

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

下半期

○特別展示の開催
○冬季企画展開催

上半期

○企画展の準備及び開催

行動目標

○水族館設備の更新
○企画展の充実
○学校教育の支援

成果目標

○設備更新の予算計上
○入館者の増を図る
○自然環境教育授業への職員の派遣、職場体験・インターンシップの受入

事業目的

周辺海域に生息する水棲生物の生態を直に見ることができる機会と場を提供することにより、
青少年が野生動物と自然環境に対する興味と関心を更に深めていく一助とすることを目的とし
て本事業を行う。

事業費（決算）
（単位：千円）

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）

22,575千円 30,923千円 37,827千円 35,570千円

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

１．誰もが気軽に学べる生涯学習の推進

水族館施設維持管理事業 科学振興課
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基本目標

政策

施策

当該事業名 担当課

今後の取組

現　　　　状　　　　の　　　　課　　　　題

○運動やスポーツ離れが進んでおりスポーツ実施率が平成29年度調査で52％となって
　おり、目標値である65％に到達できていない。

○市民ニーズを踏まえ、関係機関と連携して様々な世代に応じてスポーツを気軽に取り
　組むことが出来る環境づくりを進めていく。

改　　　　　　　　　善　　　　　　　　　策

成果目標
○市民の誰もが、それぞれの体力や年齢、興味・目的に応じて、スポーツに親しむことがで
　きる環境を整備し、スポーツ活動を通じて健康でいきいきと生活できるまちを創造する。

事業内容
（ｽｹｼﾞｭｰﾙ）

通年

○スポーツ教室〔親子スポーツ教室、ジュニアスポーツスクール〕
○新体力テスト実施支援事業

○地域スポーツ活動普及事業

○種目別スポーツ教室〔スポーツ講習会〕

○市民スポーツ交流事業

○指導者育成事業

○競技力向上事業

○スポーツ団体育成事業

上半期

下半期 ○スポーツ交流事業

１．子ども・若者の夢を育み、次代を担う”ひとづくり”

２．市民の学びを支える地域づくり

２．生涯スポーツの推進

市民スポーツ活動促進事業 社会教育課

事業目的
スポーツ教室や交流事業を実施するとともに、体育協会が行うスポーツ教室や体力診断、指導
者・スポーツ団体の育成事業を支援する。

事業費（決算）
（単位：千円）

行動目標
○すべての市民がスポーツに親しむことが出来る環境を整備するため各事業を実施する。

H30年度 H31（R1）年度 R2年度 R3年度（予算）

16,389千円 16,994千円 12,784千円 16,637千円

前年度の決算額と大
幅な増減があった場
合の理由

達成度・効果度

実施内容

○スポーツ教室〔親子：延べ350人、ジュニスポ：延べ2,666人〕

○新体力テスト実施支援事業〔小学校2校：延べ28人〕

○地域スポーツ活動普及事業〔新型コロナの影響により開催無し〕

○種目別スポーツ教室：7種目・7教室・参加者103人

〔アーチェリー3人／卓球 3人／カーリング35人／柔道 3人／
　スノーボード 40人／剣道 9人／太極拳10人〕

○市民スポーツ交流事業〔卓球協会ほか5団体〕

○指導者育成事業〔新型コロナの影響により開催無し〕

○競技力向上事業

　・全国レベル強化事業助成〔2団体2人〕
　・研修事業開催助成〔外部指導：2団体2事業、内部指導：10団体17事業

　・強化事業開催助成〔3団体3事業〕

　・競技力向上研修会〔4競技234人〕

○スポーツ団体育成事業

　・全道大会出場団体助成〔7団体61人〕

　・青少年健全育成事業〔3事業20人〕

○スポーツ交流事業〔新型コロナの影響により中止〕

B

成果等

○コロナ禍のため、市民の健康・体力づくりに関する事業が例年に比べ減少し

　ているが、一定の健康増進に繋げることは出来ている。

○コロナ禍のため、競技団体による指導者育成や研修事業が例年に比べ減少し

　た。

B

　A：目標以上の取組を実施した　　B：一定程度取り組んだ　　C：目標に及ばなかった
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１ 新型コロナウイルス感染症について 

   2019 年 12 月に中華人民共和国湖北省武漢市において、原因不明の肺炎が確認さ

れ、翌 2020年 1月には、その正体が特定され「COVID-19」“新型コロナウイルス感

染症”と名付けられました。 

   世界各国で同感染症が確認され、国内でも同年 1月末には日本人の初感染、横浜

港での大型客船内での集団感染が発生する等、感染事例が増加し、国や北海道では、

2 月下旬頃から、週末の外出自粛の要請をはじめとした緊急事態宣言、学校臨時休

校の要請など、国内に感染拡大防止に向けた呼びかけを行ってきました。その後、

北海道ではイベント等開催の制限をはじめ、感染状況によって、集中対策期間等を

設ける等、感染防止対策に取り組んできましたが、2021年に入り、再び全国的に感

染者が急増しました。 

   国は、まん延防止等重点措置や緊急事態措置等を講じ、また、各自治体による住

民へのワクチン接種と並行しながら、感染の再拡大防止に向け取り組んできました。 

 

２ 本市教育への影響と対応について （令和２年度内） 

令和２年度以降の国や北海道の要請を受けた対応、各教育施設としての独自対応

は次頁のとおりです。 

教育活動に関わらず、全市的に、感染防止の取り組みが優先されるべき課題であ

るとの判断から、文化・社会教育施設、スポーツ施設の休館のほか、イベント・事業

の中止に至り、市民の文化・社会教育・スポーツ活動に停滞が生じました。 

なお、保育を要する家庭の児童をお預りする保育所・学童保育所は、利用者に可

能な限り家庭での保育を依頼しながら、感染防止に十分留意したうえで、最小限の

人数で開所しました。 

また、臨時休校の影響を受け、学校では、年間授業時数の確保のため、夏休みの短

縮や 1 日における授業数を増やし対応した他、学校行事の規模縮小や延期、中止を

含め、感染拡大防止に取り組む等、制限がある中でも工夫を凝らしながら学校生活

への影響が最小限となるよう取り組みを行ってきました。 

 

Ⅳ 新型コロナウィルス感染症の影響 
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日 時 主 な 対 応 

令和 2年 4月 07日 □国、7都府県を対象に緊急事態宣言 5/6迄 

 4月 16日 □国、緊急事態宣言を全都道府県に拡大  

 4月 17日 ○北海道から臨時休校要請 

  ●市立小中学校の 4/21～5/6迄の休校を決定 

  ●次の教育委員会施設の 4/18～5/6迄の休館を決定 

   市立図書館、青少年科学館、ノシャップ寒流水族館 

   樺太記念館、旧瀬戸邸、総合文化センター、児童館 

   放課後子ども教室、子育て支援センター、生涯学習総合支援センター 

   青少年会館、コミュニティセンター、少年自然の家、市立体育館 

   スポーツセンター、水夢館、児童館、子育て支援センター 

   放課後子ども教室 

  ●へき地保育所の休所を決定 4/20～5/7迄 ※施設により異なる 

 4月 30日 ○北海道から臨時休校の延長要請 5/10迄 

  ●市立小中学校の臨時休校の延長を決定 5/10迄 

 5月 04日 □国、緊急事態宣言を延長 5/31迄 

  ○北海道から臨時休校の再延長要請 5/31迄 

 5月 05日 ●次の教育委員会施設の 5/17迄の休校・休館延長を決定 

   市立小中学校、市立図書館、青少年科学館、ノシャップ寒流水族館 

   樺太記念館、旧瀬戸邸、総合文化センター 

   放課後子ども教室、子育て支援センター、生涯学習総合支援センター 

   青少年会館、コミュニティセンター、少年自然の家、市立体育館 

   スポーツセンター、水夢館、児童館、子育て支援センター 

   放課後子ども教室 

  ●次の施設のオープン日を 5/9から 5/18に変更  

   庭球場、パークゴルフ場、球場・球技場 

 5月 14日 □国、39県で緊急事態宣言を一部解除、対象は 1都 1道 2府 4県に 

 5月 15日 ●次の教育委員会施設の 5/31迄の休校・休館延長を決定 

   総合文化センター、青少年科学館、ノシャップ寒流水族館 

   青少年会館、コミュニティセンター、少年自然の家、市立体育館 

   スポーツセンター、水夢館、庭球場、パークゴルフ場、球場・球技場 

  生涯学習総合支援センター、児童館、子育て支援センター 

  放課後子ども教室 

  ●市立図書館、旧瀬戸邸、樺太記念館の 5/18からの開館を決定 

 5月 18日 ●市立小中学校で分散登校を開始 

  ●学校給食の供給を再開 

  ●庭球場、パークゴルフ場、球場・球技場の 5/23オープンを決定 

 5月 21日 □国、緊急事態宣言を一部解除、対象は 1都 1道 3県に 

 5月 25日 □国、緊急事態宣言を解除 

  ●次の教育委員会施設の 5/26からの開館を決定 

   稚内総合文化センター、生涯学習総合支援センター 

   青少年会館、コミュニティセンター、少年自然の家（体育館のみ） 

   市立体育館、スポーツセンター、水夢館、児童館、放課後子ども教室 

   子育て支援センター 

   ※但し、水夢館トレーニング室は 6/2から 

  ●次の教育委員会施設の 5/30からの開館を決定 

   青少年科学館、ノシャップ寒流水族館、北方記念館 

 6月 01日 ●市立小中学校で通常登校再開 
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日 時 主 な 対 応 

令和 3年 1月 7日 □国、4都県を対象に緊急事態宣言 2/7迄 

 1月 13日 □国、2府 5県を緊急事態宣言対象地域として追加 2/7迄 

 2月 26日 □国、6府県について 2/28で緊急事態宣言を解除、4都県は 3/7迄継続 

 3月 5日 □国、4都県の緊急事態宣言を延長 3/21迄 

 4月 23日 □国、4都府県を対象に緊急事態宣言 5/11迄 

 5月 7日 □国、緊急事態宣言対象地域の適用期間を 5/31迄延長 

  □国、2県を緊急事態宣言対象地域として追加 5/31迄 

 5月 14日 □国、北海道ほか 2県を緊急事態宣言対象地域として追加 5/31迄 

 5月 16日 ●次の教育委員会施設の 5/17～5/31迄の休館を決定 

  市立図書館、稚内総合文化センター、生涯学習総合支援センター 

  稚内市樺太記念館、旧瀬戸邸、青少年会館、コミュニティセンター 

  少年自然の家、上声問自然体験施設、水夢館、体育館、球場・球技場 

  庭球場、パークゴルフ場、稚内市みどりスポーツパーク 

  ノシャップ寒流水族館、青少年科学館、北方記念館・百年記念塔 

  地域子育て支援センター 

 5月 21日 □国、1県を緊急事態宣言対象地域として追加 

 5月 28日 □国、9都道府県緊急事態宣言対象地域の適用期間を 6/20迄延長 

 5月 29日 ●次の教育委員会施設の 6/20迄の休館延長を決定 

  市立図書館、稚内総合文化センター、生涯学習総合支援センター 

  稚内市樺太記念館、旧瀬戸邸、青少年会館、コミュニティセンター 

  少年自然の家、上声問自然体験施設、水夢館、体育館、球場・球技場 

  庭球場、パークゴルフ場、稚内市みどりスポーツパーク 

  ノシャップ寒流水族館、青少年科学館、北方記念館・百年記念塔 

  地域子育て支援センター 

 6月 17日 □国、1県の緊急事態宣言対象地域の適用期間を 7/11迄延長 

 6月 19日 ●次の教育委員会施設の 6/21からの開館を決定 

  児童館、地域子育て支援センター、ノシャップ寒流水族館 

  稚内市青少年科学館、青少年会館、上声問自然体験施設、体育館 

  球場・球技場、パークゴルフ場、庭球場、樺太記念館、旧瀬戸邸 

  北方記念館・開基百年記念塔 

  ●次の教育委員会施設の 6/22からの開館を決定 

  生涯学習総合支援センター、市立図書館、コミュニティセンター 

  
少年自然の家、水夢館、みどりスポーツパーク、 

稚内総合文化センター 

 

※新型コロナウイルス感染症の影響が、年度を越え、継続して起きていることから、 

令和 3年度の出来事についても、6月 22日の教育委員会施設の開館までを一区切り

として掲載しています。 
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【 遠藤 孝夫 氏 】 （稚内北星学園大学 情報メディア学部学部長） 

１  総 評 

 稚内市教育委員会による令和２年度稚内市教育委員会活動状況及び点検・評価は、妥

当である。 

 稚内市教育委員会の活動状況に関して、教育委員会会議及び総合教育会議は適切な時

期に適正に開催され、必要な議決がなされている。また、教育委員が教育現場の状況を

理解し、職務遂行に必要な知識を習得する機会が推進されている。 

 稚内市教育委員会で実施した重要施策の中から評価が行われた 20 事業に関して、適

正な自己評価がなされている。 

 以上より、令和２年度稚内市教育委員会活動状況及び点検・評価が妥当であると結論

する。 

 令和２年度における教育委員及び関係各位のご尽力に敬意を表する。 

 引き続き、家庭教育、学校教育、社会教育のそれぞれを充実させるとともに相互の連

携を図り、社会の発展に資することを期待する。 

 

２  事業の点検・評価に対する意見 

（１）教育委員会の活動状況について 

 令和２年度は、教育委員会会議は定例会と臨時会を合わせ 13回開催されている。 

 また、総合教育会議は１回開催されている。これらの会議は定期的に開催され、諸課

題についての審議や報告が適切になされていると判断される。 

 教育委員にとって、必要な知識を有し、教育現場の現状を理解することは職務遂行の

上での前提条件である。令和２年度は、教育委員は３校の学校視察訪問を行っている。

その他の活動として、教育委員は研修会の参加や他の自治体の教育委員会との意見交換

を通して、職務遂行に必要な知識の習得に努めている。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策のため学校行事や研修会への参加は困難であっ

たが、市長との意見交換を行いつつも、市長から独立した合議制の執行機関として教育

行政の推進が図られている。 

 このように、知識獲得と現状理解に関わる取組は適切になされている。 

 

Ⅴ 学識経験者の意見 
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（２）事業に対することについて 

  20事業のうち、12事業について意見を述べる。 

①「放課後学力グングン塾開催事業」について 

  ５月末までの全校臨時休校の措置がとられ、その影響により学校授業時数確保のた

め放課後学習の時間がとれず夏休みグングン塾が開催できないなど、コロナ禍や指導

員不足にありながら、６月から対象４校において補習が実施されている。 

標準学力テストＣＲＴを活用した検証では、算数では下回った領域も見られたもの

の、前年度の結果を多くの領域で上回り、また計算が速くなるといった効果があるな

ど、学力向上への本事業の貢献が推察できる。 

 今後は、本事業に参加した児童の学習習慣の継続と、指導員不足を補完するために

タブレット端末の有効活用が期待される。 

本事業では稚内北星学園大学で将来の職業として教員を志望している学生も指導助

手を務めており、本学としても今後も主体的に関わっていきたいと考えている。 

 

②「ＧＩＧＡスクール構想整備事業」について 

国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、市内小中学校の 1 人１台のタブレット端末整

備を目的とし、令和２年度は、次年度から教育活動を行うための端末及び使用可能な

周辺環境の整備が目標とされた。順次各校で無線ＬＡＮ設置工事が実施され、年度末

にはタブレット端末及び周辺機器の調達を終え、ID等の設定作業も行われ、授業で活

用するための整備が完了しており、充分な取組が実施された。 

今後の取組に記載されているように、使用の基準やルール作りが求められる。また、

活用方法の検討が必要であり、各学校や教員による取組のほか、学校間の連携のため

の仕組みの構築が望まれる。 

 

③「子育て推進事業」について 

子育ての日事業、子ども会議、教育講演会、全市子育て交流研修会など、学校や教

育機関との連携が必要な子育て推進協議会にかかる事業は、コロナ禍により実施がほ

とんどできていない。 

しかし、平和折り鶴祭りや平和記念式典等の子育て平和の取組は実施され、一定程

度の取組は遂行された。 

  今後は子どもたちのおかれている現状の把握を踏まえ、児童生徒の生きる力を向上
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させて学力向上にも結びつくように、コミュニケーション能力やスマートフォン等を

上手く活用する力を育むことができる事業の展開が期待される。 

 

④「子どもの貧困対策推進事業」について 

子どもの貧困問題への対応は、稚内市の将来を考える上で、極めて重要な施策であ

る。 

前年度の稚内市教育連携会議における意見・提唱を踏まえ、将来の社会的・職業的

自立に向け、幼少期からしっかりとした職業観を育むことを目指し、キャリア教育を

推進するとともに、地元に根付く「わっかない人」の育成につなげる稚内学を軸に高

等学校と中学校が連携することで、取組みが深められたことは評価される。 

こうした活動は、今後の稚内市の貧困対策に向けて大きな一助となると考えられる。

今後も、改善策として挙げられている教育と経済界が協働した取組を推進するなど、

成果目標にあるオール稚内で市民意識の醸成を図ることができるような機会の創出が

期待される。 

 

⑤「子育て支援サービス利用者支援事業」について 

稚内市の子育て支援サービスは充実しており、子育て支援情報をまとめたウェブサ

イトやアプリは有益である。 

運営開始から２年が経過し、ウェブサイトのアクセス数と情報発信数は前年よりは

減少したものの、令和２年度も 93回と積極的に情報が発信され、アンケート調査結果

では利用満足度は前年を上回り機能しており、アプリ登録数も着実に増加している。 

ウェブサイトやアプリは、安心して子育てできるまちとしてアピールするための格

好の材料と考えられる。稚内市への移住・Ｕターンを促進する意味でも、当該ウェブ

サイト・アプリの全市的な活用が期待される。 

 

⑥「学校給食地場産物提供事業」について 

  児童生徒が地域社会について学ぶ上で食育は有効であり、本事業は極めて有効性が

高い。 

学校給食において、稚内ブランドや地場産物、郷土料理の提供が進められながら、

栄養教諭による食に関する指導も行われており、食育の推進が図られている。 

  給食センターには、加工した食材でなければ調理できないといった制約があるもの
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の、今後も引き続き実施することが望まれる。 

  また、給食で提供された食材及び関連する産業に関して調べ学習を行うなどの授業

展開を組み合わせることで、さらに充実した事業に発展しうるものと期待される。 

 

⑦「樺太記念館維持管理事業」について 

  令和２年度は、樺太関係映像資料制作業務委託が計画され、稚内北星学園大学が市

教委と連携しながら、樺太関係者からの聞き取り調査を実施し、記録映像を撮影した。

撮影した映像をもとにして、次年度から樺太記念館で新たな映像が公開される。 

樺太出身者の高齢化が進んでおり、稚内や樺太に関する語り部である方々のお話か

ら地域の歴史を語り継ぎ、次世代に伝えていくための記録の映像化などアーカイブ化

は重要であり、地元の大学が協力していることも意義深く、実施内容・成果等ともに

Ａ評価であることは適正である。 

  今後は、改善策に挙げられているように、市民や観光客等の来館者を対象にアンケ

ートを実施し、より分かりやすく地域の歴史を伝えることができるような取組みを継

続する必要がある。 

 

⑧「生涯学習活動支援事業」について 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった事業がありながらも、「風

～る わっかない」に常駐している生涯学習推進アドバイザーの協力を得つつ、子ども

から高齢者まで幅広い市民を対象とした学びの機会が提供された。生涯学習推進アド

バイザーが事業の企画や立案を行う際に、地域人材の活用が図られたことも評価され

る。 

今後は、生涯学習推進アドバイザーを通じた学校教育機関との連携といった課題及

び改善策として挙げられている事項を考慮の上、ニーズを踏まえた更なる内容の充実

が期待される。 

 

⑨「社会教育推進事業」について 

  コロナ禍により稚内学前期が中止になるなど一部に影響が出たものの、市民講座、

稚内学、学びと遊びの玉手箱の発行、ふるさと・子ども夢プロジェクトの開催などが

実施された。 

特に、稚内に縁があり首都圏で活躍する方が講師として中高生に人生や経験・夢に
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ついて語られ、生徒一人ひとりが自身の将来を考える機会となる子ども夢プロジェク

トは高く評価できる。課題や改善策に挙げられているように、生涯学習アドバイザー

ほか多様な地域人材の活用を視野に事業の展開を進め、他の講座や事業との連携も検

討しつつ、学習ニーズを踏まえた内容の充実を図る必要がある。 

  人口減少が進む稚内市にとって、市民が学習を重ね社会生活における実践力を高め

ていくことは重要である。 

 

⑩「図書館活動事業」について 

  現状の課題において、「子どもたちと本との出会いの場を作り上げながら本と親し

み、読書への興味を引き出し、自主的に読書ができるように支援していくことが大切

である」とあるが、この点は稚内市の子どもの学力向上という観点からも重要である。

その中で、稚内市子どもの読書活動推進計画に基づいた子どもの読書活動の推進に関

わる事業が進められていることは、利用者減に対応する常套的な手段であり、この施

策について高く評価できる。 

  従来から稚内市では、学校図書館協力員制度など、児童生徒の学習と図書館を結び

つける活動が盛んであるが、学校はもとより、生涯学習総合支援センター・樺太記念

館・北方記念館・水族館・青少年科学館等の社会教育施設との連携を工夫するなど、

より一層の充実が期待される。 

 

⑪「青少年科学館管理運営事業」及び「水族館施設維持管理事業」について 

  これらの事業は、市民、とりわけ児童生徒の科学への関心を高めることに資するも

のである。コロナ禍のため、科学館・水族館ともに入館者が前年度よりも減少したも

のの、各種事業や展示の工夫などに取り組まれていることは高く評価できる。 

今後は、建物・施設の計画的な更新・修繕を進めるとともに、展示等内容の一層の

充実が期待される。 
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【 坂本 孝行 氏 】 （稚内市校長会 会長） 

 

１．総 評 

   令和２年度に実施した教育委員会の重点取組及び「令和２年度教育行政執行方針」

の施策の中から選定された 20の事業、また教育委員会の開催状況については、本市に

おける歴史ある子育て運動に立脚した教育の推進にむけて教育委員会の尽力がうか

がえる。 

   それぞれの事業についての点検評価は妥当であると判断する。 

   市の財政事情も厳しい中、稚内市の継続的な発展において「人づくり・人材育成」

の根幹となる教育の果たす役割は大きく、令和２年度の教育委員並びに関係者の献身

的な努力には敬意を表する。 

   今後、市民ぐるみで学びを保障する新たな子育て運動の構築に向けて、関係各位の

連携強化と稚内市の発展に資する活動の展開を期待したい。 

 

２．事業の点検・評価に対する意見 

（１）教育委員会の活動状況について 

令和２年度において教育委員会会議が 13回開催されており、案件についての慎重

な協議、報告がされていると判断される。 

   また総合教育会議も１回開催されており、稚内市においても喫緊の課題である学

力問題について、また、小学校英語教育の協議が進められている。令和時代の稚内

教育において重要な意義をもっている。 

教育委員の学校視察訪問では、研修会や他の自治体の教育委員との懇談等への出

席の合間を縫って、小学校、中学校、小中併置校各１校の３校を訪問している。授

業参観や教職員との懇談を通じて、それぞれの学校経営の状況や課題、要望を把握

し教育行政に反映するという目的を達成していると判断する。 

 

（２）各事業の点検評価に関する意見 

① 放課後学力グングン塾開催事業 

   令和２年度は４校で 216 名の参加があり、保護者アンケートの結果から学習意欲

の向上が見られる。ＣＲＴ検査を活用した検証では、多くの領域で前年度の数値を

上回り、学力向上につながり、本来の目的に向かって事業が機能しているといえる。 
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    指導員を確保し事業の継続を期待するとともに、各校と連携し、個々の学力の実

態に応じた指導により、さらに意欲が高まっていくことに期待する。 

② ＧＩＧＡスクール構想整備事業 

  一人一台のタブレット端末の配布と周辺環境整備が行われ、同時に、市情報化推

進委員会が設置され、授業を中心としたＩＣＴの活用が進められた。 

各学校で、学習指導において効果的に活用しながら資質・能力の育成が求められ

ているため、全市的な指導計画づくりやルールづくり等の推進委員会の役割が重要

であると考える。 

 ③ 子育て推進事業 

   地域ぐるみの子育てを根付かせる事業が計画されたが、コロナ禍により多くの事

業が中止となった。しかし、地域での交流や親子のふれあいの場、平和や子育てに

ついての学習の場を創ることは、子育て運動を深化させ、子どもを中心に市民の絆

を大切にするまちづくりを進める重要な取組である。 

新しい時代に相応しい子育て運動を構築していくため、稚内市子育て推進協議会

が進めてきた活動を基盤に、対話を通して地域の絆を深める取組を継続し、「子育て

提言」を広く浸透させたい。 

   今後も子どもの学習と生活を市民ぐるみで支えていく活動を進め、地域社会に貢

献できる人材を育成することが、稚内の未来を創る重要な取組である。 

④ 教育相談・不登校対策事業 

   令和２年度の教育相談については 491件、児童生徒を取り巻く問題が多様化、複

雑化する中、引き続き重要案件については機敏かつ粘り強い対応が継続されている。 

   本市の子育てにおいて幼少時の教育の重要性が近年強調されている中、小中学校

においても継続した見守り、支援や就学指導が必要であり、相談員・指導員の人材

確保とともに、保護者と学校、関係者の緊密な連携が重要な課題である。    

⑤ 子どもの貧困対策事業 

   令和２年度は、キャリア教育推進に重点を置き、教育連携会議を２回、「稚内学」

に関する学習が行われ、「わっかない人」育成をめざす学校間の連携が図られた。取

組を通して、これまでの幼保小中高の連携を軸に、福祉、医療との協働から、経済

界との協働に広がり、一貫したキャリア教育を推進する道筋が示された。 

今後は、子育て運動を基盤に、市民ぐるみで学力向上をめざす体制づくりと、各

学校及び中学校区単位での指導計画の整備が進められ実践されることが重要である。 


